
平成１４年度予算に係る「構造改革特別要求」において、雇用の

観点から推進が期待される重点施策の例について（中間報告） 
 
 
 
１． 産業構造改革・雇用対策本部の役割 
 
○ 平成１４年度予算に関し、「『今後の経済財政運営及び経済社会の構造

改革に関する基本方針』について」（平成１３年６月２６日閣議決定。

以下「基本方針」という。）に掲げる「重点７分野」については、内

閣が中心となって、それぞれの基本方針に則り、施策の強力な調整を

行い、総合的な政策を決定することとされている。 
 
○ これを受け、「平成１４年度予算の概算要求に当たっての基本的な方

針について」（平成１３年８月１０日閣議了解）により、「基本方針」

に示された「重点７分野」への予算配分の重点化等により構造改革の

促進を図るため、「構造改革特別要求」として当該施策に係る経費を

要求することとなった。 
 
○ この「構造改革特別要求」に係る要求については、９月末日までの間、

内閣に置かれる諸会議等（経済財政諮問会議、総合科学技術会議、Ｉ

Ｔ戦略本部、都市再生本部、産業構造改革・雇用対策本部）において

調整が行われることとされている。 
 
○ 産業構造改革・雇用対策本部においては、「構造改革特別要求」に係

る要求のうち、雇用の観点から推進が期待される施策について整理し、

総合科学技術会議等による「重点７分野」の評価に役立てることとす

る。 
 
 
２． 「雇用の観点から推進が期待される施策」についての考え方 
 
○ 産業構造改革・雇用対策本部の「中間とりまとめ」に明記されている

もの等、構造改革を推進し、新市場・雇用の創出に資すると考えられ

るものについて重点的に整理する。この要件を満たす具体的な重点施

策の例として、別紙１のとおり検討中。 
 
 
３． 「構造改革特別要求」における雇用関連施策の割合 
 
○ なお、現時点で、内閣官房には、各省庁が要求予定の施策の概要が提

出されており、その全体の要求予定額約 1.4 兆円のうち、約 9千億円
（約 65％）が雇用関連施策として登録されている（別紙２）。 


